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１１．報告事項 

 

報告第 １号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第 ２号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第 ３号  農地法施行規則第２９条第１号による届出について 

 

１２．提出議案 

 

議案第 １号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第 ２号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第 ３号  農用地利用集積計画の承認について 

令和４年 第１回山ノ内町農業委員会総会議事録 

 １．総会の種類   定例 

 ２．開催の告示期日   令和４年１月１３日 

 ３．開催通知の期日   令和４年１月１３日 

 ４．招集期日   令和４年１月２８日 

 ５．招集場所   町文化センター ３階ホール 

 ６．招集者   山ノ内町農業委員会会長 山本善孝 

 ７．開催時刻   午後 ４時００分 

 ８．議長氏名   山本善孝 

 ９．委員出欠席 議席 氏 名  議席 氏 名  

１ 湯本幸作 出 １１ 北原元明 欠 

２ 湯本久万 出 １２ 下田和浩 出 

３ 湯本智明 出 １３ 小池俊治 出 

４ 山本武彦 出 １４ 齊藤蝶次郎 出 

５ 山口 剛 欠 １５ 佐藤次雄 出 

６ 望月美知子 出 １６ 白鳥金次 出 

７ 福井敏彦 出 １７ 湯本貴文 出 

８ 渡辺輝子 出 １８ 上原 仁 出 

９ 湯本 浩 出 １９ 山本善孝 出 

１０ 藤浦忠広 出 ２０   

１０．事務局出欠席 事務局長 鈴木隆夫 出 

係  長 青木重喜 出 

書  記 酒井義之 出 

書  記 梨本祥子 欠 

書  記 石川政志 出 
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１３．その他 

 

 令和３年度下半期農地流動化補助金について 

 

 

＜開会＞ 

会長代理 それでは、ただいまから令和４年第１回山ノ内町農業委員会定例総会を開催いたし

ます。 

本日の欠席者は、北原元明委員、山口剛委員の連絡がありました。 

今回、会場広めに取ってあります。コロナウイルス対策のためマイクを使用して行い

ますので、よろしくお願いします。 

それでは、招集者よりご挨拶申し上げます。山本会長、よろしくお願いします。 

 

＜招集者挨拶＞ 

会 長  明けましておめでとうございます。 

昨年は、災害で農家の皆さんも大変苦労したと思いますけれども、今年はまたいい年

になりますよう願っておるわけですけれども。今年は、また昨年に比べまして雪もち

ょっと多くて、果樹農家の方には枝折れ等の心配もあるかと思われますけれども、そ

の辺もまた心配ですけれども、今年はいい年になりますよう祈念をしております。 

また今日は、新型コロナも町内で割と出ているわけですけれども、今日の定例会もち

ょっと悩んだこともありまして、今日も全員参加の中で間隔を取り、定例会を開催い

たします。 

今年度また皆さんもお世話になり、ご協力をいただきまして１年間活動をしていき

たいと思いますので、皆様、ご協力よろしくお願いいたします。今日は大変ご苦労さ

まです。 

 

会長代理 ありがとうございました。 

それでは、議事に移ります。会長の進行でよろしくお願いいたします。 

 

＜議事録署名委員の選任＞ 

議 長  それでは、議事に入りたいと思います。 

議事録署名委員の選任でございます。本日は 

 ４番   山本武彦 委員 

 ６番   望月美知子 委員 

よろしくお願いいたします。 

 

＜議事＞ 

議 長  それでは、議事に入りたいと思います。 

（１）報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、事務局より

お願いいたします。 

 

事務局  事務局から説明します。 

資料１ページをお願いします。報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による

届出につきまして、今月 11 件です。 

１件目ですが、農地所有者は〇〇の〇〇〇〇、相続者が〇〇〇〇、対象農地、大字佐

野字〇〇〇〇〇〇－〇、畑で、面積が１，３３９平米です。あっせんの希望はありま
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せん。 

２件目ですが、農地所有者は〇〇の〇〇〇〇、相続者、〇〇〇〇、対象農地、大字寒

沢字〇〇〇〇〇〇－〇ほか２筆、現況地目、畑、面積が合計で３，４９９平米、あっ

せんの希望はありません。 

３件目ですが、農地所有者は〇〇〇の〇〇〇〇、相続者、〇〇〇〇、対象農地、大字

夜間瀬字〇〇〇〇〇〇〇－〇ほか６筆、畑で、合計面積が１万５３８平米です。あっ

せんの希望はありません。 

４件目ですが、農地所有者は〇〇〇の〇〇〇〇、相続者、〇〇〇〇〇、対象農地、大

字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇〇－〇、田で、１，９７０平米です。あっせんの希望はあり

ません。 

５件目ですが、農地所有者は〇〇〇〇の〇〇〇、相続者、〇〇〇〇〇、対象農地、大

字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇〇－〇、現況地目は原野で、面積が４２０平米です。あっせ

んの希望はありません。 

６件目ですが、農地所有者は〇〇〇の〇〇〇〇、相続者、〇〇〇、対象農地、大字平

穏字〇〇〇〇〇〇〇〇－〇、畑で、面積が２８１平米、あっせんの希望はありません。 

７件目ですが、農地所有者は〇〇の〇〇〇〇、相続者、〇〇〇〇、対象農地、大字平

穏字〇〇〇〇〇〇ほか８筆、畑で、合計面積が８，３００平米です。あっせんの希望

はありません。 

８件目ですが、農地所有者は〇〇〇の〇〇〇〇〇、相続者、〇〇〇〇〇、対象農地、

大字平穏字〇〇〇〇〇〇－〇ほか３筆、地目が田で、合計面積が４，７４４平米、あ

っせんの希望はありません。 

９件目ですが、農地所有者は〇〇〇の〇〇〇〇、相続者は〇〇〇〇、対象農地、大字

夜間瀬字〇〇〇〇〇〇〇－〇ほか１４筆、現況地目が畑で、合計面積が１万６，２２

６平米、あっせんの希望はありません。 

１０件目ですが、農地所有者は〇〇〇の〇〇〇〇、相続者、〇〇〇〇〇、対象農地、

大字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇〇〇－〇ほか５筆、地目が畑で、合計面積が３，９０８平

米です。あっせんの希望はありません。 

最後、１１件目ですが、農地所有者は〇〇〇の〇〇〇〇、相続者、〇〇〇、対象農地、

大字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇〇－〇ほか３筆、地目が畑で、合計面積が１万１，７６９

平米、あっせんの希望はありません。 

以上１１件、報告します。 

 

議 長  ありがとうございました。報告事項ですけれども、何か質問ありましたらお願いいた

します。（なし） 

ないようでしたら次に進めさせていただきます。 

（２）報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局より説

明をお願いいたします。 

 

事務局  引き続き、資料２ページをお願いします。報告第２号 農地法第１８条第６項の規定

による通知について、今月２件です。 

１件目ですが、所在地は大字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇－〇、現況地目が畑で、面積が１，

９２８平米、通知人、賃貸人が〇〇〇の〇〇〇〇、賃借人が〇〇〇の〇〇〇〇、解約

に至った理由ですが、賃貸人から返還を求められたためとなります。 

２件目ですが、所在地が大字寒沢字〇〇〇〇〇－〇、畑で、面積が１，３３１平米、

通知人、賃貸人が〇の〇〇〇〇、賃借人が〇〇〇の〇〇〇〇、解約に至った理由です

が、賃貸人から返還を求められたためとなります。 

以上２件、報告します。 
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議 長  ありがとうございました。報告事項ですけれども何かご質問ありましたらお願いい

たします。（なし） 

ないようでしたら次に進みます。 

（３）報告第３号 農地法施行規則第２９条第１号による届出について、事務局より

説明をお願いいたします。 

 

事務局  資料３ページをお願いします。報告第３号 農地法施行規則第２９条第１号による

届出について、公共事業による届出になります。今月１件です。 

農地の所在地は、大字平穏字〇〇〇〇〇〇〇－〇、同じく〇〇〇〇－〇、地目は台帳、

現況ともに畑、面積は２筆合計３１．１２平米、農地区分は２種農地地に該当しまし

て、こちらを道路用地として利用するということでございます。申請人は山ノ内町、

事業の詳細は、のり面工事及び町道部分の拡幅工事ですが、当該箇所の周辺は、緊急

車両などが転回するために必要なスペースがなく、また豪雨時に町道上ののり面が

崩れた箇所であり、地元から町道改良の要望が出ており、必要となる用地を地権者か

ら町に寄附を頂き工事を実施するものです。位置図を１５ページにつけております。

場所ですけれども、〇〇〇〇から北東に２００メートルほど進んだ〇〇の集落内に

ある農地です。集成図を１６ページ、登記完了証を１７ページにつけてあります。 

以上、報告をします。 

 

議 長  ありがとうございました。この報告事項について質問がありましたらお願いいたし

ます。（なし） 

ないようでしたら次に進みます。 

（４）議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、事務局よりお願い

いたします。 

 

事務局  資料のほう４ページ目をお願いします。議案第１号 農地法第３条の規定による許

可申請について、今月２件です。 

１件目ですが、申請人、渡人が〇〇〇の〇〇〇〇、所有面積、耕作面積ともに３，９

６９平米、家族総数２、稼働人員が２です。受人は〇〇〇の〇〇〇〇、所有面積、耕

作面積ともに１万９，８２２平米、家族総数４、稼働人員４です。申請地は大字夜間

瀬字〇〇〇〇〇〇〇－〇、畑で、面積が１，３２７平米です。契約内容は売買で、価

格は全体で１００万円となります。理由ですけれども、渡人につきましては、労働力

不足のため規模縮小、受人につきましては、ブドウの作付で規模拡大となります。位

置図を２０ページ、公図を２１ページに載せておりますが、場所につきましては、〇

〇〇〇〇〇から４００メーターほど東に上った辺りの農地となっております。 

２件目ですが、申請人、渡人が〇〇〇の〇〇〇、所有面積、耕作面積ともに１，３４

２平米、家族総数１、稼働人員がゼロです。受人につきましては、〇〇〇の〇〇〇〇、

所有面積２万４，９６７平米、耕作面積が２万６，８５４平米、家族総数が４、稼働

人員が２です。申請地は大字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇〇、現況地目、畑で、面積が１，

０２３平米です。契約内容は売買で、価格は全体で１万円です。理由ですけれども、

渡人につきましては、高齢のため規模縮小、受人につきましては、リンゴの作付で規

模の拡大となります。位置図を２２ページ、公図を２３ページに載せておりますけれ

ども、場所につきましては、受人の〇〇さんのご自宅の道を挟んで向かい側、下段に

位置する農地となっております。 

以上、２件につきまして、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件を全

て満たしていると考えます。よろしくお願いします。 
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議 長  ありがとうございました。 

それでは、補足説明をお願いいたします。１番の案件について、湯本貴文委員、お願

いいたします。 

 

湯本（貴）委員 〇〇さんに関しては、ここに書いてありますとおり、継いで農家をやる方がい

ないということで、農地を手放したいというところに、〇〇さんのうちの近くの畑と

いうこともあってお願いに行ったところ、快く受けていただいて、〇〇さんもしっか

り農業をやっている方ですので間違いないと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。それでは、この案件について質問がありましたらお願いいた

します。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

それでは、２番の案件について補足説明を、齊藤委員、お願いいたします。 

 

齊藤委員 渡人の〇〇さんは長野市に住んでおられまして、前もこういう案件がありましたが、

高齢で後継者もなく維持できないため、〇〇の〇〇〇〇さんの屋敷周りであります

ことで、お願いされたということです。〇〇〇〇さん自体は、息子さんも家で農業を

やっておられますので問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問を受けます。質問のある方は挙手願い

ます。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、（５）議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について、事務局

よりお願いいたします。 

 

事務局  それでは、資料５ページをお願いします。議案第２号 農地法第５条の規定による許

可申請について、今月１件でございます。 

農地の所在地ですが、大字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇－〇、登記、現況ともに畑で、面積

が２，５２４平米、農地区分は１種の農地でございまして、こちらに住宅用用地とし

て転用したいということでございます。申請人ですけれども、渡人は〇〇〇〇〇の〇

〇〇〇、受人は、〇〇〇在住の〇〇〇〇、契約内容は贈与です。事由の詳細ですけれ

ども、住宅に隣接する農地を駐車場や庭、雪捨場として利用するため転用するもので

す。農地の現状ですが、既に農地の半分ほどをコンクリートで舗装され、駐車場や道

路として使われております。これは過去に農業委員会の許可がなく執行されたもの

で、違反転用ということになります。コンクリート舗装されていないもう半分の部分

は、農地として何も耕作されていませんが、草刈り等の管理がされています。今回の

転用では、違反転用した舗装箇所は現行のまま駐車場として利用し、もう半分を庭や

冬場の雪捨場として利用したいということで申請されました。場所ですけれども、資

料２４ページの位置図になります。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇のチェーン着脱場か

ら北志賀高原の方向に約３５０メートルほど進んだ国道沿いの農地です。２５ペー

ジに公図の写し、２６ページは登記簿謄本の写しを載せております。 

以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。 
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この案件について補足説明をお願いいたします。小池委員、お願いいたします。 

 

小池委員 この案件ですけれども、ご長男様が昨年６月にお亡くなりになりまして、渡人の〇〇

さんが実の娘でございます。〇〇さんが〇〇〇さんの実の妹で、〇〇〇に住んでいる

ということで受人となりました。もともと去年、おととしぐらいまでは、お兄さんが

手入れをされていたんですけれども、お亡くなりになりまして、妹に手入れをしてい

ただきたいということで、このようなことになっております。駐車場とかそこら辺を

無許可でやってしまったといったことは、ちょっと知らなかったんですけれども、今

のところ何も作ることなく営々やっておりますので、〇〇〇から来るということで、

時間的には大分近くにいるので、十分管理がされるんじゃないかと思いますんで、ひ

とつよろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

（６）議案第３号 農用地利用集積計画の承認について、事務局よりお願いいたしま

す。 

 

事務局  資料のほう９ページをお願いします。議案第３号 農用地利用集積計画の承認につ

きまして、今月新規が３件、再設定が１０件の計１３件です。 

１件目ですが、設定を受ける者が〇〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇〇の〇〇〇

〇、設定する農地、大字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇〇同じく〇〇〇〇、いずれも畑で、２

筆合計面積が１，９９６平米です。利用権の種類は賃借権で、５年の設定で桃の作付

を予定しています。賃料は全体で２万５，０００円の新規設定です。 

２件目ですが、設定を受ける者が〇〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇〇の〇〇〇

〇、設定する農地、大字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇〇－〇、畑で、２，０７０平米です。

利用権の種類は賃借権で、１０年の設定でブドウの作付を予定しています。賃料は全

体で２万円の再設定です。 

３件目ですが、設定を受ける者が〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇の〇〇〇〇〇、

設定する農地、大字寒沢字〇〇〇〇〇〇－〇、同じく寒沢の字〇〇〇〇〇－〇、同じ

く〇〇〇－〇、いずれも畑で、３筆合計面積が３，９８８平米です。利用権の種類が

賃借権で、５年間の設定でリンゴの作付を予定しています。賃料は全体で５，０００

円の再設定となります。 

４件目ですが、設定を受ける者が〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇〇の〇〇〇〇、

設定する農地、大字平穏字〇〇〇〇〇〇〇－〇、畑で、１，０６３平米、利用権の種

類は賃借権で、５年の設定でリンゴの作付を予定しています。賃料は全体で５，００

０円の再設定となります。 

５件目ですが、設定を受ける者が〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇の〇〇〇〇、設

定する農地、大字平穏字〇〇〇〇〇〇－〇、畑で、１，３５３平米、利用権の種類が

賃借権で、３年の設定で桃の作付を予定しています。賃料は全体で３万２，４７８円

の再設定です。 

６件目ですが、設定を受ける者が〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇〇の〇〇〇〇、

設定する農地が、大字佐野字〇〇〇〇〇〇－〇、畑で、９５０平米、利用権の種類が

賃借権で、１０年の設定で桃の作付を予定しています。賃料は１０アール当たり１万

円の新規設定となります。 

７件目ですが、設定を受ける者が〇〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇〇の〇〇〇

〇、設定する農地、大字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇〇－〇、畑で、８０３平米のうちの７
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００平米となります。利用権の種類は賃借権で、１０年の設定でリンゴの作付を予定

しています。賃料は１０アール当たり１万円の再設定となります。 

８件目ですが、設定を受ける者が〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇〇の〇〇〇、設

定する農地が、大字平穏字〇〇〇〇〇〇〇－〇、同じく〇〇〇〇－〇、〇〇〇〇－〇

の３筆で、地目がいずれも畑、３筆合計面積が１，０５５平米となっています。利用

権の種類は賃借権で、１０年の設定でリンゴの作付を予定しています。賃料は１０ア

ール当たり１万円の再設定となります。 

９件目ですが、設定を受ける者が〇〇〇の〇〇〇〇〇、設定する者が〇〇〇の〇〇〇

〇、設定する農地、大字佐野字〇〇〇〇〇〇、畑で、２，８３８平米、利用権の種類

が賃借権で、１０年の設定でプラムの作付を予定しています。賃料は１０アール当た

り７，０００円の再設定となります。 

１０件目ですが、設定を受ける者が〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇の〇〇〇〇、

設定する農地、大字平穏字〇〇〇〇〇〇、同じく〇〇〇〇－〇、いずれも畑で、２筆

合計面積が１，２８７平米です。利用権の種類が賃借権となりまして、２０年の設定

でリンゴの作付を予定しています。賃料は１０アール当たり５，０００円の新規設定

となります。 

続いて、１０ページのほうお願いします。 

１１件目ですけれども、設定を受ける者が〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇の〇〇

〇〇、設定する農地、大字寒沢字〇〇〇〇〇〇－〇、畑で、１，３４７平米、利用権

の種類が賃借権で、３年の設定でリンゴの作付を予定しています。賃料は１０アール

当たり１万円の再設定となります。 

１２件目ですけれども、設定を受ける者が〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇〇の〇

〇〇、設定する農地、大字〇〇〇〇〇〇〇〇〇－〇、同じく〇〇〇〇－〇、いずれも

畑で、２筆合計面積が２，７０５平米です。利用権の種類は賃借権で、２年の設定で

リンゴの作付を予定しています。賃料は全体で３万円の再設定となります。 

最後、１３件目ですが、設定を受ける者が〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇の〇〇〇

〇、設定する農地、大字佐野字〇〇〇〇〇－〇、同じく〇〇〇－〇、いずれも畑で、

２筆合計面積が２，６５７平米です。利用権の種類が賃借権で、１年の設定でリンゴ

の作付を予定しています。賃料は全体で１万５，０００円の再設定となります。 

以上、１３件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満

たしていると考えます。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。 

それでは、補足説明をお願いいたします。１番の案件について、渡辺委員、お願いい

たします。 

 

渡辺委員 設定する〇〇〇〇さんは、ご高齢のためリンゴ等規模縮小を希望されています。〇〇

〇〇さんは、農協の技術員をしながら家業でもある農業をしっかり従事しておられ

ます。ここで規模を拡大して本格的にと意欲もあり、問題ないと思われます。よろし

くお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けいたします。質問がある方は

挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

２番の案件について、齊藤委員、お願いいたします。 
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齊藤委員 〇〇〇〇さんが今貸している人は、〇〇〇〇さんは、甥っ子さんに当たるもので、前

からそこで作物を作って何ら問題ありません。また再設定ということで、よろしくお

願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問をお受けします。質問のある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

３番の案件について、上原代理、お願いいたします。 

 

上原委員 ３番の件ですけれども、〇〇さんから〇〇さんは以前から畑を借りておられて、適正

に管理されておりましたので、再設定でありますので、何ら問題ないと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

４番の案件について、湯本智明委員、お願いいたします。 

 

湯本（智）委員 以前から〇〇さんのおうちで〇〇〇の畑を耕作されていますし、この〇〇〇も

三、四年前に就農されまして、まだご両親も健在で頑張っておられますので、再設定

でもありますので、問題ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

５番の案件について、湯本浩委員、お願いいたします。 

 

湯本（浩）委員 〇〇さんにつきましては、労働力不足ということで、〇〇〇〇さんにつきまし

ては、夫婦でしっかり耕作されておりますので、再設定でもあり問題ないと思いま

す。お願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

次、６番の案件について、湯本幸作委員、お願いいたします。 

 

湯本（幸）委員 〇〇〇〇さんなんですが、桃の栽培面積をもう少し増やしたいと思っていたと

ころ、自宅から歩いて行けるところが見つかったそうなので、そこをやることになり

ました。真剣に取り組んでいらっしゃる方なので、問題ないと思います。よろしくお

願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

７番の案件について、齊藤委員、お願いいたします。 
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齊藤委員 〇〇〇〇さんは、親子４人で農業をやっておられるわけですが、〇〇〇〇さんの親戚

で、前から畑を貸して作っていただいていたということで、またここで再設定という

ことで、何ら問題ないと思いますのでお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

８番の案件について、上原代理、お願いいたします。 

 

上原委員 山口委員が欠席ということで、代わりに補足説明をさせていただきます。 

〇〇〇〇さんですが、認定農業者であって、以前から〇〇さんの畑を借りておられ、

再設定ということで何ら問題ないということなので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

９番の案件について、山本武彦委員、お願いいたします。 

 

山本（武）委員 〇〇〇〇〇さんは、プラムをここで作っておりますので、再設定ということで、

何ら問題ございません。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

１０番の案件について、湯本智明委員、お願いいたします。 

 

湯本（智）委員 〇〇さんですけれども、旦那さん、昨年亡くなられまして、とても農業ができ

ないということで、〇〇君はお母さんの実家が〇〇さんちになります。〇〇君は自分

ちの畑をブドウとリンゴに改植いたしまして、リンゴ畑を探していたところにちょ

うど〇〇さんの畑が出たということで、大変やる気ありますので問題ないと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問をお受けします。質問のある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入りたいと思います。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙

手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

１１番の案件について、上原代理、お願いいたします。 

 

上原委員 〇〇〇〇さんですが、もう高齢ということで廃業をされており、以前から〇〇〇〇君

が畑を借りております。また再設定ということで、〇〇君も一生懸命やっております

ので、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

続きまして、１２番の案件、１３番の案件、一緒なので私が補足説明をさせていただ
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きます。 

〇〇さんは、高齢のため農業のほうできないということで、〇〇〇〇さんがその農地

をお借りして、ブドウを作っているわけですけれども、再設定でもありますし、小林

さんも若手で頑張っておられまして、認定農業者で畑のほうも適切に管理されてお

ります。 

それと、１３番の〇〇〇〇さんですけれども、〇〇さんのほうなんですけれども勤め

人でおられて、退職されてからはリンゴの栽培をされているわけですけれども、１人

住まいということで、できる範囲で自分で多少のリンゴを作っている中で、できない

部分を〇〇さんが借り受けて栽培されております。〇〇さんのほうも頑張って農業

をされておりますので間違いないと思います。両件とも再設定でありますのでよろ

しくお願いいたします。 

それでは、１２番の案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

１３番の案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（賛成者挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

協議の関係はこれで終了といたします。大変ありがとうございました。ご苦労さまで

した。 

 

会長代理 山本会長、進行ありがとうございました。 

 

＜その他＞ 令和３年度下半期農地流動化補助金について 

 

会長代理 以上をもちまして令和４年第１回山ノ内町農業委員会定例総会を閉会いたします。

ありがとうございました。 

 

 

閉会 午後 ４時４０分 

 


